
県と国の計画の比較 
 

県（第４次青森県食育推進計画（案）） 国（第４次食育推進基本計画（案）） 

 

 

＜目指す姿＞ 

 健康で活力に満ちた『くらし』と持続可能な社会の実現 

【基本方向①ライフステージや暮らし方・働き方に対応した食育の

推進】 
 １ 子育て家庭における食育 

 ２ 保育所、幼稚園、学校等における食育 

 ３ 企業における食育 

 ４ 飲食店や量販店等における食育 

 ５ 地域における食育 

【基本方向②健全で充実した食生活の実現】 
 １ 専門家等と連携した生活習慣病の予防・改善 

 ２ 食の安全・安心の確保 

 ３ 地域コミュニティ（共食の場）における食育活動の推進 

【基本方向③青森の「食」を支える環境づくり】 

 １ 販売や交流を通じた「食」や農林水産業への理解促進 

 ２ 食文化の継承・発展 

 ３ 食品ロス削減等、持続可能な食料生産と消費への配慮 

【配慮すべき事項】 

１ 新たな日常や社会のデジタル化に対応した食育の推進 

２ ＳＤＧｓの視点による食育の推進 
  

 

 

＜コンセプト＞ ＳＤＧｓの実現に向けた食育の推進 

＜めざす到達点＞ 

 ○心身の健康の増進と豊かな人間形成   

 ○持続可能な食・フードシステムの構築 

【重点事項(1)生涯を通じた心身の健康を支える食育の推進】 

 妊産婦や、乳幼児から高齢者に至るまで、多様な暮らしに対応し、 

家庭、学校・保育所等、地域の各段階において切れ目なく食育を推進 

 

 

【重点事項(2)持続可能な食を支える食育の推進】 

 ○食と環境との調和 

 ○農林水産業や農山漁村を支える多様な主体とのつながりの深化 

 ○和食文化の保護・継承を通じた持続可能な食を支える食育の推進 

【重点事項(3)新たな日常やデジタル化に対応した食育の推進】 

 ○新たな日常においても着実に食育を推進 

 ○ＩＣＴ等のデジタル技術の有効活用等により食育を推進 

 

 

 

  ※ 上記内容は、「第４次食育推進基本計画の重点課題の方向性（案）」及び 

  「第４次食育推進基本計画 骨子案」に基づき記載。 

 

資料５ 


